
京 都 大 学 船 井 哲 良 記 念 講 堂 ・ 船 井 交 流 セ ン タ ー 規 程 新 旧 対 照 表  
改     正     前 改     正     後 

（前 略） 
（目的） 

第２条 記念講堂等は、京都大学（以下「本学」とい

う。）における学術の交流、産官学連携の推進及び

地域社会との交流を図り、本学における研究教育及

び学術文化の発展並びに社会貢献に寄与すること

を目的とする。 
（施設） 

第３条 記念講堂等に、講堂、国際連携ホール、講堂

会議室、１階会議室、実験室、研究室、ジュニアラ

ボ、ラウンジ、トレーニングルーム、アスレチック

ルーム、桂サロン、ビジターズルームその他の施設

を置く。 
２ （略） 
３ ジュニアラボ、トレーニングルーム、アスレチッ

クルーム及び桂サロン（以下「地域交流施設」とい

う。）は、本学の教職員及び学生並びに地域住民（次

条に定める管理責任者が別に定める地域に居住す

る者をいう。第８条第２項及び第４項において同

じ。）の学術文化、健康増進等の活動を通じた交流

を促進するために使用するものとする。 
４ 実験室、研究室、ラウンジ、ビジターズルーム及

び１階会議室（以下「長期使用施設」という。）は、

１月以上にわたる次の各号に掲げる事業に使用す

るものとする。 
(1) 本学の教職員が研究代表者として実施する共

同研究、受託研究、補助金等によるプロジェクト

研究等の事業 
(2) 本学の教員等の特許権を扱う技術移転機関に

よる事業又は本学の研究成果を活用した事業（当

該事業に係る創業の準備を含む。） 
(3) その他管理責任者が適当と認める事業 
（中 略） 
（施設の使用時間又は使用期間） 

第７条 一時使用施設及び地域交流施設の使用時間

は、記念講堂等の開館日の午前９時から午後５時１

５分までとする。ただし、管理責任者が特に適当と

認めた場合には、開館日以外の使用又は使用時間の

延長を許可することがある。 
２・３ （略） 
（施設の使用申請及び許可） 

 
（目的） 

第２条 記念講堂等は、京都大学（以下「本学」とい

う。）における学術の交流及び産官学連携の推進を

図り、本学における研究教育及び学術文化の発展並

びに社会貢献に寄与することを目的とする。 
 
（施設） 

第３条 記念講堂等に、講堂、国際連携ホール、講堂

会議室、トレーニングルーム、アスレチックルーム、

１階会議室、実験室、研究室、桂サロンその他の施

設を置く。 
 
２     （同 左） 
３ トレーニングルーム及びアスレチックルーム（以

下「交流施設」という。）は、本学の教職員及び学

生の健康増進等の活動を通じた交流を促進するた

めに使用するものとする。 
 
 
 
４ １階会議室、実験室、研究室及び桂サロン（以下

「長期使用施設」という。）は、１月以上にわたる

次の各号に掲げる事業に使用するものとする。 
 

(1)  
 
 
(2)  
 
 
(3)  
 
（施設の使用時間又は使用期間） 

第７条 一時使用施設及び交流施設の使用時間は、記

念講堂等の開館日の午前９時から午後５時までと

する。ただし、管理責任者が特に適当と認めた場合

には、開館日以外の使用又は使用時間の延長を許可

することがある。 
２・３   （同 左） 

（施設の使用申請及び許可） 

（同 左） 



改     正     前 改     正     後 
第８条 第３条第１項の施設を使用しようとすると

きは、あらかじめ管理責任者にその使用を申請して

許可を受けなければならない。 
２ 前項の申請ができる者は、当該施設の区分に応じ

て次表に定めるところによる。 
施設の区分 申請できる者 

一時使用施設 (1) 本学の教職員 
(2) その他管理責任者が適当と

認める者 
地域交流施設 (1) 本学の教職員及び学生 

(2) 地域住民（未成年者を除く。） 
(3) その他管理責任者が適当と

認める者 
長期使用施設 第３条第４項各号に掲げる事業

を行う者 
３ 本学の教職員以外の者が一時使用施設又は長期

使用施設に係る第１項の申請を行うときは、本学の

教職員の紹介を要するものとする。 
４ 未成年の地域住民が地域交流施設を使用しよう

とするときは、第１項の申請は、当該者の保護者が

行うものとする。 
（中 略） 
（施設使用料） 

第１２条 使用責任者（地域交流施設の使用に係るも

のを除く。）は、本学の指定する方法により、施設

使用料を納付しなければならない。 
２ 施設使用料の額は、別表に定める額とする。 
３ （略） 

（中 略） 
 
 
別表 
第１表（一時使用施設使用料） 

施設名 使用料（円） 
講堂 １３，２００ 
国際連携ホール ９，９００ 
講堂会議室（２１・２３） １，４００ 
講堂会議室（２２A・２２

B・３１・３２・３３・３４） 
１，１００ 

備考 
１～４ （略） 

第８条  
 
 
２  
 

施設の区分 申請できる者 
一時使用施設  

 
 

交流施設 (1) （同 左） 
 
(2) （同 左） 
 

長期使用施設  
 

３      （同 左） 
 
 
 
 
 

 
（施設使用料） 

第１２条 使用責任者は、本学の指定する方法によ

り、施設使用料を納付しなければならない。 
 
２ 
３ 
 

附 則（令和８年３月総長裁定） 
 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
別表 
第１表（一時使用施設使用料） 

施設名 使用料（円） 
  
  
  
 
 

 

備考 
１～４ （同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



改     正     前 改     正     後 
第２表（長期使用施設使用料） 

施設名 使用料（円） 
船井交流センター 実験室 ２，２００ 
〃        研究室 
〃        ２階ラウンジ 
〃        １階会議室 
備考 
１～３ （略） 

  

第２表（長期使用施設使用料） 
施設名 使用料（円） 

船井交流センター １階会議室  
〃        実験室 
〃        研究室 
〃        桂サロン 
備考 
１～３ （同 左） 

   

 

（同 左） 


